
　　

　
使
用
期
限
は
令
和
４
年
12
月
31

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
お
早

め
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

使
用
方
法

　
６
０
０
円
ご
と
の
お
買
い
物
で

　
１
枚
使
用
可
能

※
取
扱
店
に
つ
き
ま
し
て
は
発
送

　
時
に
同
封
し
て
い
ま
す
チ
ラ
シ

　
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

使
用
期
限

　
12
月
31
日
（
土
）
ま
で

問
い
合
わ
せ
先

　
津
別
町
商
工
会

　
☎
76
―
２
１
９
１

　
商
工
観
光
係
19
番
窓
口

　
☎
77
―
８
３
８
８

　
現
在
、
津
別
町
で
は
国
の
雇
用

調
整
助
成
金（
コ
ロ
ナ
特
例
）の
支

給
決
定
を
受
け
た
町
内
事
業
者
を

対
象
に
「
雇
用
継
続
助
成
金
」
の

申
請
を
受
付
中
で
す
。
国
の
雇
用

調
整
助
成
金（
コ
ロ
ナ
特
例
）の
支

給
対
象
が
、
令
和
５
年
１
月
30
日

を
含
む
休
業
ま
で
再
延
長
に
な
り

ま
し
た
の
で
、
津
別
町
も
同
様
に

申
請
期
限
を
再
延
長
し
ま
す
。

支
給
対
象

　
国
の
雇
用
調
整
助
成
金
（
コ
ロ

　
ナ
特
例
）
の
支
給
決
定
を
受
け

　
た
町
内
事
業
者
で
、
令
和
２
年

　
４
月
１
日
以
降
に
全
部
ま
た
は

　
一
部
の
休
業
（
町
内
事
業
所
に

　
勤
務
す
る
従
業
員
分
の
み
）

申
請
期
限

　
令
和
５
年
５
月
１
日
（
月
）

申
請
方
法

　
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請

　
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
、
必

　
要
事
項
を
記
入
し
、
申
請
を
お

　
願
い
し
ま
す
。

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

https://w
w

w
.tow

n.subetsu.
hokkaido.jp/02kurashi/20saig
ai/2020-0226-1757-10.htm
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問
い
合
わ
せ
先

　
商
工
観
光
係
19
番
窓
口

　
☎
77
―
８
３
８
８

　
入
園
を
希
望
す
る
方
は
、
次
の

受
付
場
所
よ
り
申
請
用
紙
一
式
を

受
け
取
り
、
期
日
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

　
12
月
16
日
（
金
）
ま
で

※
受
付
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
は
、

　
１
次
入
園
協
議
対
象
と
な
り
ま

　
せ
ん
の
で
、
期
限
厳
守
で
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
配
布
・
受
付
場
所

①
認
定
こ
ど
も
園
こ
ど
も
の
杜

　
月
曜
か
ら
土
曜
日

　
午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時

　
（
土
曜
日
は
昼
12
時
30
分
ま
で
）

②
役
場
福
祉
係
６
番
窓
口

　
月
曜
か
ら
金
曜
日

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　
（
正
午
～
午
後
１
時
除
く
）

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
福
祉
係
６
番
窓
口

　
☎
77
―
８
３
８
１

　

北
海
道
最
低
賃
金
が
時
間
額

９
２
０
円
（
引
上
げ
額
31
円
）
に

改
定
さ
れ
た
こ
と
を
皆
さ
ま
ご
存

じ
で
し
ょ
う
か
？
北
海
道
最
低
賃

金
は
、
北
海
道
で
働
く
す
べ
て
の

労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
今
一
度
、
使
用
者
も
、
労
働
者

も
、
必
ず
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

北
海
道
最
低
賃
金
額

　
時
間
額
９
２
０
円

効
力
発
生
年
月
日　

　
令
和
４
年
10
月
２
日
か
ら

問
い
合
わ
せ
先

　
北
見
労
働
基
準
監
督
署

　
☎ 

０
１
５
７
―
23
―
７
４
０
６

　
北
海
道
労
働
局

　
労
働
基
準
部　
賃
金
課

　
☎
０
１
１
―
７
０
９
―
２
３
１
１

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

https://pc.

　

saiteichingin.info/

　
次
の
３
つ
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
場
合
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

①
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合

　
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下

※
複
数
か
ら
受
給
さ
れ
て
い
る
場

　
合
は
、
そ
の
合
計
額
で
す
。

②
公
的
年
金
等
の
全
部
が
源
泉
徴

　
収
の
対
象
と
な
る

③
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以

　
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

そ
の
他

■
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
は
、
確

定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど

を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
税
額

な
ど
が
自
動
的
に
計
算
さ
れ
、
計

算
誤
り
の
な
い
申
告
書
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。

■
確
定
申
告
書
に
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
記
載
が
必
要
で
す
。
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
た
申
告
書
な

ど
を
提
出
す
る
際
は
、
毎
回
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
本
人
確

認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
添

付
が
必
要
で
す
。

■
確
定
申
告
書
の
作
成
に
当
た
っ

て
は
、
復
興
特
別
所
得
税
の
記
入

を
忘
れ
ず
に
お
願
い
し
ま
す
。

■
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以

外
の
所
得
が
あ
り
、
そ
の
所
得
金

額
が
20
万
円
以
下
で
、
所
得
税
お

よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申

告
が
必
要
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。
住
民
税
に
関
す

る
詳
し
い
こ
と
は
【
税
務
収
納
係

10
番
窓
口　

☎
77
―
８
３
７
６
】

に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ  

https://w
w

w
.nta.go.jp
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商工観光係
19 番窓口
☎77－8388

消費生活
相談

QQ

AA
＆

QＡ

津別町消費生活
トラブル2022

津別町消費生活
トラブル2022

実例編

成人年齢
引き下げ編

固
定
電
話
が
使

え
な
く
な
る
？

美幌町消費
生活センター
☎・ＦＡＸ
７２―０３６６
月～金曜日

（祝祭日を除く）
午前10時～
午後4時

　
大
手
電
話
会
社
を
名
乗
る
業
者
か
ら
自
宅
に
電
話

が
か
か
っ
て
き
て
、「
今
後
ア
ナ
ロ
グ
回
線
が
廃
止

に
な
り
固
定
電
話
が
使
え
な
く
な
る
。
光
回
線
の
工
事
を
し
な

い
か
。
今
な
ら
工
事
費
用
は
無
料
だ
が
、
今
後
は
何
万
円
も
費

用
が
発
生
す
る
」
と
言
わ
れ
契
約
を
迫
ら
れ
た
。
業
者
が
言
う

よ
う
に
工
事
を
し
な
い
と
固
定
電
話
は
使
え
な
く
な
る
の
か
。

　

２
０
２
４
年
１
月
以
降
、
固
定
電
話
の
ア
ナ
ロ

グ
回
線
は
順
次
廃
止
さ
れ
、
Ｉ
Ｐ
網
へ
移
行
と
な

り
ま
す
。
電
話
会
社
内
で
の
設
備
の
切
り
替
え
を

予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
現
在
の
通
話
で
利
用
し
て
い
る
固
定

電
話
は
、
切
り
替
え
に
伴
う
手
続
き
や
工
事
は
全
く
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。「
今
ま
で
の
電
話
機
が
使
え
な
く
な
る
」「
今
、
使
用

し
て
い
る
電
話
回
線
が
使
え
な
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
。
切
り
替
え
に
便
乗
し
た
不
審
な
電
話
や
訪
問
に
よ
る

勧
誘
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。
必
要
の
な
い
契
約
は
き
っ
ぱ
り

と
断
り
ま
し
ょ
う
。

第
７
弾
「
津
別
町
お
買
い

物
割
引
券
」
の
使
用
期
限

は
12
月
末
ま
で
で
す
！

　

　
12
月
に
入
り
、
寒
さ
が
一
段
と

厳
し
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
年
末

の
忙
し
さ
か
ら
、
運
転
に
対
す
る

注
意
が
散
漫
に
な
ら
な
い
よ
う
十

分
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

　

12
月
は
繁
忙
期
と
関
係
し
て
、

交
通
事
故
が
多
い
月
と
い
う
統
計

結
果
が
出
て
い
ま
す
。
運
転
者
の

方
は
、
時
間
と
心
に
余
裕
を
も
っ

て
運
転
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
朝

晩
が
一
段
と
冷
え
込
み
、
本
格
的

に
雪
が
降
り
積
も
り
ま
す
。
車
を

乗
る
際
に
は
、
次
の
こ
と
に
注
意

し
て
、
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も

な
ら
な
い
よ
う
に
十
分
注
意
し
な

が
ら
運
転
し
ま
し
ょ
う
。

①
発
進
時
の
ア
ク
セ
ル
は
ゆ
っ
く　

　
り
と

②
急
ブ
レ
ー
キ
・
急
ハ
ン
ド
ル
は　

　
し
な
い

③
車
間
距
離
を
十
分
に
保
つ

　

こ
れ
ら
を
い
つ
も
以
上
に
意

識
・
注
意
を
し
て
、
冬
道
で
の
事

故
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

14

12 月の運転
にはご注意を！

まちづくりに対する疑問、ご意見をお寄せ
ください。
住民企画課企画係14番窓口　☎77 － 8374
　　　　　　　　　　　　　FAX 76 － 2976

広報つべつ　2022年 12月号

美幌と津別の防犯協会と美幌警察署からの情報を掲載しています。
内容については、各防犯協会または警察署にお問い合わせください。

飲酒運転の根絶

お
知
ら
せ

地域
安全 交通安全

情報

住民環境係
12番窓口　
☎77―8377

※１２ページ「食善食語クイズ」の答えは「③３５０ｇ（野菜定食に小鉢３品分）」でした。

最
低
賃
金
の

確
認
を
！

公
的
年
金
等
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ

令
和
５
年
度
認
定
こ
ど
も

園
入
園
認
定
申
請
を
受
け

付
け
ま
す

対象者
　65歳以上の介護認定を受けていない
　町民1,000人を無作為に抽出します。

調査票の提出方法
　調査票に記入後、期限までに同封の返信用封
　筒でポストに投函してください（切手不要）。

投函期限　令和4年12月16日（金）まで

問い合わせ先　介護保険係5番窓口 ☎77－8382

　第９期介護保険計画策定にあたり、日常生活

圏域ニーズ調査を地域や高齢者の方々の課題等

を的確に把握するために実施します。本調査は、

介護保険料の基準額の算定や必要なサービス量

などを決める重要な役割を持っていますので、

ぜひご協力をお願いします。

「第９期介護保険事業計画に係る日常生活圏域
ニーズ調査」のご協力をお願いします

①飲酒運転は悪質な犯罪！
「飲酒運転をしない、させな
い、許さない」ことを強く
意識して、飲酒運転を根絶しましょう。
②飲酒運転は運転手以外も処罰対象！
車を運転する人にお酒を提供したり、飲酒運転に同
乗したら、飲酒運転者と同様に処罰対象です。
③「ハンドルキーパー運動」で飲酒運転を防止！
飲食店に行く場合、運転する人（お酒を飲まない人）
を決めて、お酒を飲んだ人を送り届けましょう。
④飲酒運転情報の提供！
北海道警察では、悪質な飲酒運転を根絶するため、「飲
酒運転ゼロボックス」によるタイムリーな情報提供
等を受け付けています。

津
別
町
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
対
策「
雇
用
継
続
助
成

金
」の
申
請
期
限
を
再
延
長


